
大和町奨学金返還支援補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は，子ども達の教育機会の充実並びに町内等企業の人材確保及び

若者が帰ってきたくなる，移住したくなる，まちづくりのため，本町に定住し奨

学金の返還を行う若者に対し，予算の範囲内で補助金を交付するものとし，その

交付については補助金等交付規則（昭和 59 年大和町規則第 6号。以下「規則」と

いう。）に定めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めると

ころによる。 

 ⑴ 高校等 高等学校，高等専門学校，中等教育学校（後期課程），特別支援学校

（高等部），専修学校（高等課程及び専門課程に限る。），大学（専門職大学，大

学院，専門職大学院，短期大学及び専門職短期大学を含む。）その他これらに準

ずる教育施設として町長が認めるものをいう。 

⑵ 奨学金 独立行政法人日本学生支援機構法（平成 15 年法律第 94 号）第 14 条

第１項に規定する学資貸与金，その他に地方公共団体等が高校等に進学した者

が，学資として貸与された資金で町長が認めるものをいう。 

 ⑶ 基準日 補助金交付申請日が属する年の１月１日をいう。 

 ⑷ 定住 本町の住民基本台帳（住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81 号）第５

条に規定する住民基本台帳をいう。）に記録されており，当該住所地を生活の本

拠としていることをいう。 

 ⑸ 就業 高校等を卒業後，宮城県内の事業所に就業していること又は独立して

自ら事業を営んでいることをいう。ただし，風俗営業等の規制及び業務の適正

化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条に規定する風俗営業又はこ

れに類似する事業を除く。 

（補助金の交付対象者） 

第３条 補助金の交付対象となる者は，次の各号に掲げる要件のいずれにも該当す

る者とする。 

 ⑴ 高校等に進学し，在学中に自らが奨学金の貸与を受けて，その返済を遅滞な

く行っている者 

 ⑵ 補助金交付申請する初年度の４月１日において，満 40 歳未満の者 

 ⑶ 基準日から補助金交付申請日までの間，引き続き定住及び就業し，交付申請

後５年以上本町に定住する予定である者。 

 ⑷ 本町及び従前の住所地において，補助金交付申請者及び同一世帯員に町税等

の未納がない者 

 ⑸ 大和町暴力団排除条例（平成 25 年大和町条例第 6号）に規定する暴力団若し

くは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有しない者 

２ 当該補助金を交付後に，就業先の都合により他の市町村に転出し，５年以内に



本町に再度転入したときは，残りの期間を補助金交付要件の対象とするもの。た

だし，基準日については再転入日とし，対象期間は転出期間を含めて５年以内と

するもの。 

（補助金の算定対象期間及び補助金の額等） 

第４条 補助金の算定対象期間は，補助金の交付を申請する前年度の１年間として，

交付対象経費はその期間の奨学金返還額とする。 

２ 補助金の交付の対象期間は，最初に交付を受けた年度から５年以内とし，年度

毎に交付するものとする。 

３ 補助金の額は，交付対象経費に３分の２を乗じて得た額とし，年額 100,000 円，

総額 500,000 円を上限とする。ただし，補助金の算定対象期間に他の制度等によ

り，奨学金に関する補助金等の交付を受けた場合は，その金額を減じた額に３分

の２を乗じて得た額とする。 

４ 前項に規定する額に 1,000 円未満の端数があるときは，これを切り捨てるもの

とする。 

（補助金の交付申請及び実績報告） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，大和町奨

学金返還支援補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号）に次の各号の掲げる

書類を添えて町長に提出しなければならない。 

 ⑴ 奨学金の貸与を受けていることを証明する書類 

 ⑵ 対象期間の償還額がわかる書類 

 ⑶ 高校等を卒業等したことを証する書類 

 ⑷ 国又は他の自治体等による奨学金に関する補助金等の交付を受けている場合

は，当該補助金等の額を確認できる書類 

⑸ 就業証明書又は事業証明書（様式第２号） 

⑹ 誓約書（様式第３号） 

⑺ 住民票の写し 

 ⑻ 申請者及び世帯員の町税等の納税証明書又は非課税証明書 

 ⑼ その他町長が必要と認める書類 

２ 補助金の交付申請及び実績報告は年度毎に行うものとする。ただし，前項の  

第１号，第３号，第６号及び第８号の提出は初年度のみとし，第５号及び第７号

については前年度の申請と変更がない場合は提出を省略することができる。 

（補助金の交付決定等及び額の確定） 

第６条 町長は，前条の規定による申請及び報告があったときは，内容を審査し適

当と認める場合には，補助金の交付の決定及び額の確定を行い，申請者に対して

大和町奨学金返還支援補助金交付決定及び確定通知書（様式第４号）により通知

するものとする。 

（補助金の支払い） 

第７条 町長は，前条の規定により交付決定及び額の確定通知書を通知した場合は，

補助対象者に対し別表のとおり支払うものとする。 



（調査等） 

第８条 町長は、この要綱に基づく対象事業に関して、必要な調査を行うことがで

きる。 

（交付決定の取り消し） 

第９条 町長は，交付決定者が提出した書類に虚偽その他不正があったときは，補

助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

２ 前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は，大和

町奨学金返還支援補助金交付決定取消通知書（様式第５号）により交付決定者に

通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第 10 条 町長は，前条第１項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合に

は，当該取り消した部分に関して既に補助金が交付されているときは，大和町奨

学金返還支援補助金返還命令書（様式第６号）により，交付決定者に補助金の全

部又は一部の返還を命ずることができる。 

（その他） 

第 11 条 この告示に定めるもののほか，必要な事項は，町長が別に定める。 

 

   附 則 

 この告示は，令和７年２月１日から施行する。ただし，第５条から第７条の規定 

は，令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別表（第７条関係） 

申請月 ４～６月 ７～９月 10～12 月 １～３月 

補助金支払月 ７月末日 10 月末日 １月末日 ４月末日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第５条関係） 

年  月  日 

大和町長 殿 

 

申請者 住  所 大和町               

    氏  名                   

    生年月日     年  月  日（満  歳） 

    電話番号                   
 

大和町奨学金返還支援補助金交付申請書兼実績報告書 
 

 大和町奨学金返還支援補助金交付要綱第５条の規定により，下記により添付書類

を添えて補助金の交付申請及実績報告をします。 
 

記 
 

交付基準日(申請回数)   年  月  日(申請回数  回目) 

交付対象期間（交付年数）    年  月から   年  月まで（  年目） 

奨学金年間返還額  Ａ                円 

他の制度による補助の有無

及び金額    Ｂ 

無 ・ 有         円 

交付申請額  

Ａ－Ｂ＝Ｃ×２/３ 

               円 

（上限 10 万円） 

就業先等の名称  

就業先等の住所 宮城県 

 
振込先口座 

金融機関名  支店名  
預金
種目 

 

口座番号        
（フリガナ）  

口座名義人 

 

 

 

添付書類 

⑴ 奨学金の貸与を受けていることを証明する書類 

⑵ 対象期間の償還額がわかる書類 

⑶ 高校等を卒業等したことを証する書類 

⑷ 国又は他の自治体等による奨学金返還に関する補助金等の交付を受けている

場合は，当該補助金等の額を確認できる書類 

⑸ 就業証明書又は事業証明書（様式第２号） 

⑹ 誓約書（様式第３号） 

⑺ 住民票の写し 

⑻ 町税等の納税証明書又は非課税証明書 

※⑴，⑶，⑹，⑻は初年度のみ。⑸，⑺は前年度から変更がない場合，省略可能。



様式第２号（第５条関係）  

 

就 業 証 明 書 

 

就業 者氏 名  

生 年 月 日 年  月  日生（   歳） 

就業 者住 所 大和町 

就業者勤務地 宮城県 

就業 年月 日     年  月  日から就業中  

雇 用 形 態 □ 正規雇用 

□ 非正規雇用（雇用期間      〜      ） 

□ その他（                   ） 

 

大和町長 殿 

 

上記のとおり相違ないことを証明します。 

 

        年  月  日   

 

 

事 業 所 名 ：               

事業所所在地：               

代 表 者 名 ：                      ㊞   

電 話 番 号 ：               

 

※勤務先の事業所から証明を受けてください。 

 

 

 

 



様式第２号の２ 

 

事  業  証  明  書 

 

氏  名  

生年月日 年  月  日生（   歳） 

住  所 大和町 

事業所名及び 

代表者 

 

事業所の所在地 宮城県     

事業開始日 年  月  日から現在も継続している 

事業の概要又は 

目的 

 

直近 3カ月の 

売上高 

年  月 年  月 年  月 

円 円 円 

 

大和町長 殿 

 

上記のとおり相違ありません。 

 

        年  月  日   

 

申請者名：                 ㊞   

電話番号：             

 

添付書類 

 直近の会計期間に係る決算書等 

 



様式第３号（第５条関係） 

年  月  日 

 

大和町長 殿 

 

誓  約  書 

 

 

 

  大和町奨学金返還支援補助金交付申請にあたり，下記について誓約及び同意い

たします。 

 

記 

 

 １．補助金の交付に対する要件を満たしていることを誓約します。 

 

 ２．交付対象の要件，交付決定時に付した条件又は，大和町奨学金返還支援補助

金交付要綱に反するなど，偽りその他不正があった場合は，補助金の返還を誓約

します。 

 

 ３．住民基本台帳の記録状況の調査について，同意いたします。 

 

 ４．町税等の納付状況の調査に同意いたします。 

 

 

 

 

申請者 住 所                 

     

      氏 名                 

 

（申請者が署名をすること。） 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第６条関係）  

大和町指令第   号 

  年  月  日 

 

            様 

 大和町長       

 

大和町奨学金返還支援補助金交付決定及び確定通知書 

 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった大和町奨学金返還支援補助金につい

て，下記のとおり条件を付して交付することに決定し，額を確定したので，大和町

奨学金返還支援補助金交付要綱第６条の規定により通知します。 

 

記 

 

１．交付決定額   金      円 
 

２．この通知書を受けたときは，通知のあった日から 30 日以内に大和町奨学金返還

支援補助金請求書（様式第５号）を町長に提出すること。 

 

３.提出した書類に虚偽その他不正があったときは，補助金の交付決定の全部又は一

部を取り消すことがあります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第９条関係） 

大和町指令第   号 

  年  月  日 

 

            様 

 大和町長       

 

 

大和町奨学金返還支援補助金交付決定取消通知書 

 

     年  月  日付け大和町指令第  号で交付決定を行った大和町奨学

金返還支援補助金について，下記のとおり交付決定を取り消したので，大和町奨学

金返還支援補助金交付要綱第９条の規定により通知します。 

 

記 

 

既 交 付 決 定 額 金         円 

交 付 決 定 取 消 額 金         円 

交付決定の取消の事由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第 10 条関係） 

大和町指令第   号 

  年  月  日 

 

            様 

 大和町長       

 

 

大和町奨学金返還支援補助金返還命令書 

 

     年  月  日付け大和町指令第  号で交付決定を行った大和町奨学

金返還支援補助金について，下記のとおり交付決定を取り消したので，大和町奨学

金返還支援補助金交付要綱第 10 条の規定により返還を命ずる。 

 

記 

 

返 還 額 金         円 

返還期限        年  月  日 

返還自由  

 


